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後期高齢者医療制度の概要
　平成２０年４月から、現行の「老人保健制度」が廃止され、新しく「後期高齢者医療制度」
が始まります。７５歳以上の「後期高齢者」の方は、現在加入されている国民健康保険や被
用者保険から脱退し、新しい後期高齢者医療制度に加入することとなります。
※被用者保険……政府管掌健康保険、組合管掌健康保健、船員保険及び共済組合等の公的

医療保険の総称です。

老人保健制度と後期高齢者医療制度の比較

後期高齢者医療制度
（平成２０年４月１日から）

老人保健制度
（平成２０年３月３１日まで）

広域連合市町村運営主体

変わりません。
７５歳以上の方
（一定の障害のある方は６５歳以上）

対象者
（被保険者）

７５歳の誕生日当日
（現在、老人保健制度の対象の方は、
平成２０年４月１日）

７５歳の誕生日を迎えた翌月
（誕生日が１日の方はその月）

対象となる時期

変わりません。
１割負担
（現役並み所得者は３割負担）

自己負担割合

「広域連合が発行する被保険者証」の
１枚が必要

「各医療保険制度の被保険者証」と「老人
保健法医療受給者証」の２枚が必要

保険証
（被保険者証）

後期高齢者医療制度の保険料を負担
します。

老人保健制度での保険料は発生せず、各
医療保険制度の保険料を負担します。

保険料

変わりません。
住所を移転したときなどの届け出の窓口
は市町村が行います。

取扱窓口
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